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　朝日町生活者応援事業では、３月20日（金）から郵便局を通じて、令和８年１月１日において、朝日町の住民基本台帳に
記録されている方を対象に「１人あたり5,000円分」のギフトカードを世帯ごとに、ゆうパックにて送付しています。
　お届け時にご不在だった場合は不在連絡票を投函しておりますが、郵便局での保管期限は１週間となっており、保管期限
を経過したものについては役場にてお預かりしております。
　ギフトカードを受け取られていない世帯の方については、役場（企画情報課窓口）にて受け取っていただくか、お電話に
て再送を依頼していただければ、ゆうパックにて最初に送付したご住所に送付いたします。なお、受取期限は６月30日
（火）までです。期限内にお受け取りいただきますようお願いいたします。

受取時間　平日９時～16時30分
　　　　　※土日祝日は受け取りできません。
受取方法　窓口において身分証明書等の確認と受
　　　　　領書に署名をいただいた後、お渡しい
　　　　　たします。

●世帯主または世帯員が受け取られる場合
　窓口にお越しくださる方の本人確認ができるもの（運転免許証・マ
イナンバーカード・パスポート等）をご持参ください。
●世帯主または世帯員以外の方（代理人）が受け取られる場合
　委任状と代理人の本人確認ができるもの（運転免許証・マイナンバ
ーカード・パスポート等）をご持参ください。委任状は任意の様式で
も構いません。

【注意事項】
　世帯内でトラブルが無いよう、十分協議したうえで受け取りをお
願いいたします。

ギフトカード（5,000円分）を受け取られていない世帯の方へ
（受取期限は６月30日（火）まで）

【　　　　　　　　】

問い合わせ先　企画情報課　TEL 377－5663

役場（企画情報課窓口）
にて受け取られる場合
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水 道 料 金 の 基 本 料 金 減 免

朝日町生活者応援事業

　本町では、エネルギー・食料品価格等の物
価高騰の影響を受けている町民や事業者の経
済的な負担を軽減するため、国の「物価高騰
対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、
水道料金の基本料金を減免します。

　減免期間は、令和８年４・５月分～８・９月分の
３期分です。
　基本料金の減免額は、１期あたり口径別に右記の通りで
す。
　なお、各期の途中で閉・開栓をした場合、右記の減免額
と異なる場合があります。
　この間の水道料金は、使用水量に応じた従量料金分を請
求させていただきます。
　また、ご使用の水道メーターの口径は「上下水道使用量
のお知らせ」に記載されています。

（詐欺にご注意ください）
　今回の水道料金減免に伴うお客さまの申請手続きはござ
いません。
　自宅や職場などに町職員などをかたる不審な電話や郵便、
訪問があった場合は、最寄りの四日市北警察署（366－
0110）か警察相談専用電話（＃9110）にご連絡ください。問い合わせ先　上下水道課　TEL 377－3334

口　　　径 １期分（税込み）
13ミリ 2,420円
20ミリ 2,684円
25ミリ 5,170円
40ミリ 15,026円
50ミリ 30,822円
75ミリ 66,275円
100ミリ 116,006円


